
 

 

船舶事故調査報告書 
 

 

   船種船名 旅客船 第一ふじ岡丸 

   船舶番号 ２３５－１８８５５神奈川 

   総トン数 １６トン 

 

   事故種類 乗揚 

   発生日時 平成２５年１１月１６日 １８時５０分ごろ 

   発生場所 東京都港区お台場海浜公園内の水域 

東京都江東区所在の東京東防波堤灯台から真方位２９０°

５,４３０ｍ付近 

（概位 北緯３５°３７.８′ 東経１３９°４６.３′） 

 

 

                        平成２６年６月５日 

                運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                   委   員  庄 司 邦 昭 

                   委   員  根 本 美 奈 

 

 

要 旨 

 

＜概要＞ 

 旅客船第一ふじ岡
おか

丸は、船長ほか２人が乗り組み、乗客１９人を乗せ、東京都港区

お台場海浜公園内の水域で漂泊中、平成２５年１１月１６日（土）１８時５０分ごろ

水没している杭に乗り揚げた。 

第一ふじ岡丸は、左舷船尾船底外板に破口を生じて浸水したが、死傷者はいなかっ

た。 

 
＜原因＞ 

本事故は、夜間、第一ふじ岡丸が、お台場海浜公園内の水域で漂泊中、船長が杭の

存在を知らなかったため、風潮に圧流されて杭に接近し、杭に乗り揚げたことにより

発生したものと考えられる。 



 

 

 船長が、杭の存在を知らなかったのは、お台場海浜公園内の水域を通航したことが

なかったこと、及びお台場海浜公園内の水域の調査を行っていなかったことによるも

のと考えられる。 
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１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 旅客船第一ふじ岡
おか

丸は、船長ほか２人が乗り組み、乗客１９人を乗せ、東京都港区

お台場海浜公園内の水域で漂泊中、平成２５年１１月１６日（土）１８時５０分ごろ

水没している杭に乗り揚げた。 

第一ふじ岡丸は、左舷船尾船底外板に破口を生じて浸水したが、死傷者はいなかっ

た。 
 

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２５年１１月１８日、本事故の調査を担当する主管調査

官（横浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 

 1.2.2 調査の実施時期 

  平成２５年１１月２０日、平成２６年２月１７日 現場調査 

平成２５年１１月２４日、平成２６年２月１９日、２１日、２６日、２７日 口

述聴取 

平成２６年２月１８日、２１日、３月３日 回答書受領 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

本事故が発生するまでの経過は、第一ふじ岡丸（以下「Ａ船」という。）の船長Ａ、

旅客不定期航路等の事業者（以下「Ａ社」という。）代表の乗組員Ａ1 及び乗組員Ａ2

の口述によれば、次のとおりであった。 

Ａ船は、船長Ａ、乗組員Ａ1 及び乗組員Ａ2 が乗り組み、乗客１９人を乗せ、平成 

２５年１１月１６日１７時３０分ごろ、遊覧のため、東京都中央区の晴海朝潮桟橋の

乗り場から出発し、港区台場付近の水域に向けてゆっくり南下した。 

船長Ａは、操舵室に立ち、天井開口部から肩より上を出して操船に当たり、周囲の

見張りを行っていた。 
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船長Ａは、Ａ船が港区のレインボーブリッジを通過する頃、調理室に入って来た乗

組員Ａ1にお台場海浜公園内の水域（以下「本件水域」という。）へ乗り入れる予定が

あるのかを尋ねた。 

乗組員Ａ1 は、本件水域で漂泊等をすれば、海上も平穏なので、乗客が船酔いを起

こすことも少ないだろうと思い、Ａ社代表の立場から船長Ａに本件水域に乗り入れて

漂泊又は錨泊するように頼んだ。 

船長Ａは、Ａ船を本件水域に乗り入れた後、出発するまで約１時間あると乗組員Ａ1

から告げられて漂泊することにした。 

Ａ船は、船首を南西に向けて主機関を中立運転とし、本件水域の海上バス乗り場の

北方で漂泊を開始した。 

 Ａ船は、風及び潮流により、南西に圧流されて陸岸に近づいたので、船長Ａが、漂

泊開始地点まで戻ろうとし、操縦レバーを後進に入れたところ、１８時５０分ごろ、

海上バス乗り場の西方において、動かなくなった。 

船長Ａは、クラッチに不具合が生じたのではと思い、操縦レバーを後進と中立を繰

り返し操作してみたが、Ａ船に動きがなかったので、調理室にいた乗組員Ａ1 にその

旨を伝えたところ、乗組員Ａ1 から浅瀬に乗り揚げたのではないかと言われ、乗り揚

げたものと思った。  

船長Ａは、操縦レバーを操作して前後進を繰り返し、自力で離礁しようとしたが、

Ａ船が左舷に傾いていることに気付き、調理室の左舷出入口方に視線を向けたところ、

左舷通路に流れる水を視認した。 

乗組員Ａ2 は、この頃、旅客室の右舷船尾側の出入口から通路に出ようとしたとこ

ろ、右舷通路に設けられた排水口からあふれる水を視認し、調理室に居る乗組員Ａ1

に伝えた。 

乗組員Ａ1 は、直ちに調理室から旅客室に行き、中央部付近の床下の機関室を確認

したところ、機関室の高さの半分ぐらいまで浸水していることを認めたので、乗組員

Ａ2に海上保安庁への連絡を頼み、乗組員Ａ2が１９時０３分ごろ携帯電話で海上保安

庁に通報した。 

乗組員Ａ1は、乗組員Ａ2と共に乗客に救命胴衣を着用させ、船首側へ誘導していた

ところ、本事故発生場所付近で遊覧していた屋形船（以下「Ｂ船」という。）が来援

し、Ａ船の右舷に接舷したので、乗客をＢ船へ移乗させた。 

船長Ａは、主機関を運転した状態とし、救命胴衣を着て操舵室から船首暴露甲板に

向かった。 

乗組員Ａ1は、調理室の火の元の始末を、乗組員Ａ2は乗客の忘れ物の確認をそれぞ

れ行った後、共に救命胴衣を着用して船首暴露甲板に向かった。 

Ａ船の乗客は、Ｂ船の乗客と共に東京都墨田区の隅田川沿いにある桜橋の乗り場ま



 

- 3 - 

で運ばれて下船した。 

船長Ａは、乗組員Ａ1及び乗組員Ａ2と共に船首甲板で海上保安庁の救助を待ち、来

援した巡視艇で海上バス乗り場まで運ばれて下船した。 

船長Ａは、下船後、乗組員Ａ1及び乗組員Ａ2と共に海上保安庁の担当者から事情聴

取を受け、杭（以下「本件杭」という。）が、Ａ船の左舷船尾船底外板から旅客室の

床に突き出している写真を見せられ、水没している本件杭に乗り揚げ、左舷船尾船底

外板に破口が生じたことを知った。 

Ａ船は、その後、船首部を海面上に出し、船尾部を着底させて半沈没状態となった

が、燃料油等の流出はなく、１１月１９日に引き揚げられ、台船に載せられて東京都

江東区辰巳ふ頭南方沖の貯木場に運ばれた。 

 

本事故の発生日時は、平成２５年１１月１６日１８時５０分ごろで、発生場所は、

江東区所在の東京東防波堤灯台から真方位２９０°５,４３０ｍ付近であった。 

 

（付図１ 事故発生場所略図、付図２ 一般配置図、写真１ 船首方から見たＡ船、

写真２ 船尾方から見たＡ船、写真３ 右舷方から見たＡ船、写真４ 左舷船尾方

から見た船底外板の状況、写真６ 操舵室の状況 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

 死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

 現場調査によれば、Ａ船は、左舷船尾船底外板に２か所破口を生じていた。 

（写真４ 左舷船尾方から見た船底外板の状況 参照） 

 

２.４ 乗組員等に関する情報 

(1) 性別、年齢、操縦免許証 

    船長Ａ 男性 ５６歳 

     一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

      免許登録日 昭和５４年３月２日 

      免許証交付日 平成２５年１０月１日 

             （平成３１年６月２８日まで有効） 

乗組員Ａ1 男性 ４７歳 

乗組員Ａ2 女性 ７４歳 

(2) 船長Ａ及び乗組員の主な乗船履歴等 
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   ① 船長Ａ 

     乗組員Ａ2及び船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

船長Ａは、昭和５４年３月に小型船舶操縦免許証を受有後、東京都品川区

の大井ふ頭や品川ふ頭付近の水域でパイロットボートの船長業務をしていた

こともあったが、本事故前は京浜港横浜第５区の水域で作業船等の船長業務

をすることが多く、本件水域を通航したことがなかった。 

   ② 乗組員 

     乗組員Ａ1及び乗組員Ａ2の口述によれば、次のとおりであった。 

    乗組員Ａ1 は、平成２５年８月に父親の後を継ぎ、Ａ船を運航するＡ社の

代表となったが、代表となる前に何度か手伝いのため、Ａ船に乗船したこと

があった。 

     乗組員Ａ1は、本事故時、Ａ船の乗組員として調理を担当していた。 

乗組員Ａ2は、乗組員Ａ1の家族であり、過去にＡ船の乗組員として接客を

行っていたが、本事故前は陸上でＡ船の船長の配乗及び予約の受付を担当し

ており、本事故当時、Ａ船に乗船する予定の社員に代わって乗船していた。 

 (3) 乗客に関する情報 

乗客は、旅行会社の団体客１６人及び添乗員等３人であった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

  船 舶 番 号  ２３５－１８８５５神奈川 

  船  籍  港  神奈川県横浜市 

  船舶所有者  有限会社藤岡 

 総 ト ン 数  １６トン 

  Ｌｒ×Ｂ×Ｄ  １１.９８ｍ×３.５２ｍ×０.９６ｍ 

  船    質  ＦＲＰ 

  機 関  ディーゼル機関１基 

  出    力  １５４.４６kＷ 

  用 途  旅客船 

  進 水 年 月  昭和６２年３月 

  最大搭載人員  旅客４８人、船員４人計５２人（平水区域の場合） 

 

2.5.2 船体等に関する情報  

  現場調査、一般配置図及び乗組員Ａ１の口述によれば、次のとおりであった。 

 Ａ船は、同業者（以下「Ｂ社」という。）から中古船として購入したものであっ
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た。 

Ａ船は、屋形船と呼ばれる平甲板型の１機１軸の旅客船であり、上甲板上には甲

板室が設けられ、甲板室は、船首から船尾にかけ、甲板室の長さの約８割を占める

畳敷きの旅客室、便所、操舵室及び調理室となっており、上甲板下には、船首から

船尾にかけ、燃料タンク、主機関、発電機及び操舵機が設置されていた。 

上甲板下は、５つの隔壁に仕切られていたが、水密隔壁は船首隔壁だけであった。 

操舵室は、調理室の左舷前方の床から一段上がった所に設けられ、窓はなく、天

井に蓋のある開口を設け、前面に舵輪、操縦レバー及びＧＰＳプロッターが、左舷

側に主機計器盤及び配電盤がそれぞれ装備され、舵輪の右舷後方に横向きに固定さ

れた椅子が備えられていた。 

  調理室の両側には通路が設けられており、右舷側が旅客室右舷後方出入口から船

尾暴露甲板まで、左舷側が旅客室左舷後方出入口から船尾の食器洗い場までそれぞ

れ通じており、いずれの側からも調理室に出入りできるものであった。 

  計画喫水は、０.６ｍであるが、船体に喫水標の表示がなかった。 

船側外板には、塗装の塗り分け線に沿って水あかが付着しており、この塗り分け

線から約４５cm 下方に破口の生じた船底外板があった。 

船底外板は、船体中心線から舷側に向かって緩やかに傾斜していた。 

  本事故当時には、船体、機関及び航海計器等に不具合又は故障はなかった。 

（付図２ 一般配置図、写真５ 船側外板の塗装塗り分け線と水あか等の付着状況、

写真６ 操舵室の状況 参照） 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

2.6.1 気象観測値  

   (1) 本事故発生場所の南約８.５km に位置する東京管区気象台羽田地域気象観

測所における観測値は、次表のとおりであった。 

   

時刻 降水量 気温 風速 風向 

１６時００分 ０mm １５.６℃ ３.４m/s 東 

１６時３０分 ０mm １５.５℃ ３.５m/s 東 

１７時００分 ０mm １５.３℃ ４.３m/s 東 

１７時３０分 ０mm １５.２℃ ４.６m/s 東南東 

１８時００分 ０mm １５.０℃ ４.８m/s 東南東 

１８時３０分 ０mm １４.９℃ ４.８m/s 東南東 

１９時００分 ０mm １４.６℃ ４.８m/s 東南東 
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１９時３０分 ０mm １４.５℃ ４.６m/s 東南東 

２０時００分 ０mm １４.６℃ ４.７m/s 東南東 

 

   (2) 本事故発生場所の南南東約７km に位置する東京都港湾局東京港波浪観測

所における波浪観測によれば、波浪の状況は、次表のとおりであった。 

 

時刻 有義波波高 有義波周期 波向 

１６時００分 ０.３０ｍ ２.８秒 南南東 

１７時００分 ０.２３ｍ ２.７秒  

１８時００分 ０.２８ｍ ２.５秒 南西 

１９時００分 ０.２７ｍ ２.３秒 東南東 

２０時００分 ０.３０ｍ ２.９秒 西 

 

   (3) 海上保安庁刊行の潮汐表によれば、本事故発生場所の西北西約２km に位

置する港区芝浦における本事故当時の潮汐は、下げ潮の中央期であり、京浜

港東京区第６台場の西方約１５０ｍにおける潮流は、１６時１３分に南流に

転じ、１９時３６分に南流が最強となり、その流速は１.７ノットであった。 

 

2.6.2 乗組員の観測 

  船長Ａの口述によれば、天気は晴れ、風もなく、海上は平穏であり、視界は良好

であった。 

 

２.７ 本件水域等に関する情報 

(1) 東京都港湾局の発行する海上公園ガイド、東京都港湾局の回答書及び東京都

港湾局担当者の口述によれば、次のとおりであった。 

① 本件水域は、お台場海浜公園内の陸岸及び２つの防波堤（鳥の島）によ

り囲まれ、面積が約４３５,３９５ｍ2であり、南西側及び北西側が開けてお

り、本事故発生場所付近には、本件水域に貯木場のあった頃に打設された杭

が現在も一部残されていた。 

② 本件水域は、東京都海上公園条例（昭和５０年１０月２２日 条例第 

１０７号）第１７条第５項により、知事の許可を受けていない船舶の乗り入

れ及び留め置きが禁止されており、標識灯の付いた「進入禁止」の標識が３

か所の乗り入れ口付近に設置されていた。 

  東京都港湾局は、本件水域を航路として使用する海上運送法（昭和２４
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年６月１日 法律第１８７号）に基づく「旅客定期航路事業」又は「旅客不

定期航路事業」に係る船舶を知事の許可を受けた乗り入れ及び留め置きでき

る船舶としていた。 

  なお、海上運送法に基づく「人の運送をする内航不定期航路事業」に係

る船舶は、知事の許可を受けた船舶ではなく、本件水域への乗り入れ及び留

め置きが禁止されていた。 

③ 本件水域には、海上バスの航路が設定されており、その航路沿いに１１

個の灯浮標が設置されていた。 

   (2) 乗組員Ａ1の口述によれば、乗組員Ａ1は、本事故後、過去に打設した杭が本

事故発生場所付近に残っているとの情報を東京湾の土木工事関係者から聞い

た。 

    乗組員Ａ2 の口述よれば、Ａ社は、Ａ船が本件水域に乗り入れる際、知事の

許可が必要であることを知らなかった。 

(3) 現場調査によれば、本件杭は、海上バス乗り場の南西方に所在する展望桟橋

とその北西方にある灯明台
とうみょうだい

*1とを結んだ線に沿って並列に打設されている十

数本の杭の１本であり、約７０cm（芝浦）の潮高では水面から約３０cm 干出

し、本事故時と同じ約１４８cm（芝浦）の潮高では水没していた。 

（付図１ 事故発生場所略図、写真７ 本件杭の干出時の状況、写真８ 本件杭の水

没時の状況 参照） 

 

２.８ 船舶の運航管理等に関する情報 

  2.8.1 Ａ社の概要 

  乗組員Ａ1及び乗組員Ａ2の口述によれば、Ａ社は、横浜市に所在する旅客不定期

航路等の事業者であり、横浜市本牧ふ頭を係留地とし、Ａ船１隻を運航しており、

社員は社員Ａを除き親族で構成していた。 

 

2.8.2 Ａ社の事業 

関東運輸局海事振興部の担当官の口述及び安全管理規程によれば、次のとおりで

あった。 

Ａ社は、平成２４年４月１２日に国土交通大臣から海上運送法に基づく「旅客不

定期航路事業」の許可を受けており、その航路は、横浜市のみなとみらいぷかり桟

橋を発着地とする横浜ベイブリッジ付近の水域を周遊するものであった。 

                         
*1 「灯明台」とは明かりをともす台のことをいう。なお、お台場海浜公園の灯明台は明かりをとも

すことがなく、お台場海浜公園のオブジェとして本件水域に設置されている。 
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また、Ａ社は、平成２４年７月１３日に国土交通大臣に海上運送法に基づく「人

の運送をする内航不定期航路事業」の届出をしており、その航路は、東京都大田区

の呑川沿いにあるＢ社の桟橋を発着地とする台場付近の水域を周遊するものであり、

届出の航路は同法に係る通達により、年間３回まで運航可能であった。 

 

2.8.3 安全管理規程 

船長Ａ、乗組員Ａ1及び乗組員Ａ2の口述並びに安全管理規程によれば、次のとお

りであった。 

Ａ社は、「旅客不定期航路事業」に係る安全管理規程を定め、平成２４年５月１

日から実施していたが、「人の運送をする内航不定期航路事業」に係る安全管理規

程は定めていなかった。 

Ａ社は、先代のＡ社代表を安全統括管理責任者に、社員Ａを運航管理者にそれぞ

れ選任していた。 

安全管理規程には、航路の運航基準図が作成されており、Ａ船は、航行経路付近

に存在する浅瀬、岩礁等の航行の障害となるものの位置を記載した運航基準図に 

従って航行することにより、乗揚等の事故防止を図っていた。 

また、運航管理規程の第１０章には、運航に必要な情報の収集及び伝達の項目を

設け、次のように記載されていた。 

（運航管理者の措置） 

第２９条 運航管理者は、次に掲げる事項を把握し、(4)及び(5)については必

ず、その他の事項については必要に応じて船長に連絡するものとする。 

(1) 気象・海象に関する情報 

(2) 港内事情、航路の自然的性質情報 

(3) 陸上施設の状況 

(4) 水路通報、港長公示等公庁の発する運航に関する情報 

(5) 乗船した旅客数及び車両数 

(6) 乗船待ちの旅客数及び車両数 

(7) 船舶の動静 

(8) その他、航行の安全の確保のために必要な事項 

 

2.8.4 Ａ船の船長の雇用 

乗組員Ａ2の口述によれば、次のとおりであった。 

Ａ社は、Ａ船が常時稼働していないので、稼働時にＡ船の船長を日雇契約してお

り、Ａ船を購入した頃に船長Ａと日雇契約を結んでいたこともあったが、平成２１

年４月からは社員Ａと船長の日雇契約を結んでいた。 
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2.8.5 Ａ船が係留地から出発に至るまでの経緯 

(1) Ａ社が晴海朝潮桟橋からＡ船を運航させた経緯 

旅行会社の担当者、屋形船東京都共同組合の担当者及び乗組員Ａ2 の口述

によれば、次のとおりであった。 

旅行会社は、団体客から東京の屋形船に乗船したいとの依頼を受けて屋形

船東京都共同組合に連絡した。 

屋形船東京都協同組合は、３５の加盟店から旅行会社からの提示条件に合

う船宿を探し、９月１２日に旅行会社へＢ社を紹介した。 

Ａ社は、１１月１４日にＢ社から正式にＡ船の運航を委託された。 

Ａ社が過去に行った東京方面の水域での運航は、全てＢ社からの委託で 

あった。 

旅行会社は、本事故当日まで、Ｂ社の船が来るものと思っていた。 

(2) Ａ社が船長Ａを配乗するまでの経緯 

      乗組員Ａ2の口述によれば、次のとおりであった。 

乗組員Ａ2 は、１０時３０分ごろ、Ａ船の船長として配乗することとして

いた社員Ａから、仕事の都合により、Ａ船の係留地出発予定時刻の１４時００

分に間に合わないかもしれないとの連絡を受け、１１時００分ごろ、船長Ａ

に電話連絡し、Ａ船の船長を依頼した。 

乗組員Ａ2 は、電話連絡した際、東京方面の水域で船長ＡにＡ船を運航し

てもらったことがなかったので、運航管理者である社員Ａから航行予定水域

の情報を聞こうかと船長Ａに尋ねたところ、４０年近くも船長をやっている

ので、必要ないという返事であった。 

   (3) 船長Ａが乗組員Ａ2の依頼を受けてから係留地を出発するまでの経緯 

    船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

船長Ａは、乗組員Ａ2 からの電話により、Ａ船の船長を依頼されたので、

東京方面の水域情報を知らないと伝えてから引き受けた。 

船長Ａは、１２時３０分ごろ本牧ふ頭の係留地に到着し、Ａ船で昼食を取

り、乗組員Ａ1 から晴海朝潮桟橋の位置を道路地図で説明を受けて１３時 

３０分ごろ係留地を出発した。 

 

2.8.6 本件水域の調査等 

(1) 船長Ａの口述によれば、船長Ａは、係留地に到着後、出発時刻が迫ってい

たので、事前に航行予定水域の調査をしなかった。 

(2) 乗組員Ａ1の口述によれば、次のとおりであった。 

Ａ船は、過去に本件水域に乗り入れたこともあったが、Ｂ社の桟橋からの
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出発であったので、本件水域に到着するまでに時間を要し、通航するだけで

あった。 

乗組員Ａ1 は、平成２５年８月にＡ社の代表となったばかりであり、小型

船舶操縦免許証を受有していなかったので、航海に関することを船長Ａに一

任していた。 

 

２.９ 捜索、救助及び被害軽減措置に関する情報 

乗組員Ａ1の口述によれば、次のとおりであった。 

乗組員Ａ1は、Ａ船が乗り揚げた際、乗客の 1 人から救命胴衣の着用や避難する際

に協力を受けていた。 

乗組員Ａ1 は、書面で取り決めていないが、Ａ船が京浜港東京区の水域で事故や災

害に遭遇した場合、Ｂ社の船が近くにいれば、助けてくれるものと思っており、また、

京浜港横浜区において、主機関故障等で航行不能となった場合には、係留地を共に利

用している同業の２社に連絡すれば、えい
．．

航してもらえるものと思っていた。 

 

 

３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 事故発生に至る経過 

２.１及び２.６から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1) Ａ船は、船長Ａほか２人が乗り組み、乗客１９人を乗せ、遊覧のため、平

成２５年１１月１６日１７時３０分ごろ晴海朝潮桟橋を出発し、台場付近の

水域に向けて南下した。 

   (2) Ａ船は、お台場海浜公園内の本件水域に到着し、船首を南西に向けて海上

バス乗り場の北方で漂泊を開始した。 

   (3) Ａ船は、風潮に圧流され、１８時５０分ごろ、海上バス乗り場の西方沖に

おいて、本件杭に乗り揚げた。 

 

3.1.2  事故発生日時及び場所 

２.１から、本事故の発生日時は、平成２５年１１月１６日１８時５０分ごろで、

発生場所は、東京東防波堤灯台から真方位２９０°５,４３０ｍ付近であったもの

と考えられる。 
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3.1.3 負傷者の状況 

   ２.２から、次のとおりであった。 

  死傷者はいなかった。 

 

３.２ 事故要因の解析 

 3.2.1 乗組員等の状況 

２.４及び２.８から、次のとおりであった。 

(1) 乗組員 

船長Ａは、適法で有効な小型船舶操縦免証を有していた。 

船長Ａは、日雇契約により、Ａ船の船長業務に就いていたものと考えられ

る。 

船長Ａは、本件水域を通航したことがなかったものと考えられる。 

乗組員Ａ1 は、Ａ社の代表となる前に何度か手伝いのため、Ａ船に乗船し

たことがあったものと考えられる。 

乗組員Ａ2 は、過去に乗組員としてＡ船に乗船していたが、本事故前には

陸上でＡ船の船長の配乗を担当しており、本事故当時、Ａ船に乗船する予定

であった社員の代わりに乗船していたものと考えられる。 

    (2) 乗客 

乗客は、旅行会社の団体客１６人及び添乗員等３人であったものと考えら

れる。 

 

3.2.2 船舶の状況 

２.１及び 2.5.2 から、次のとおりであった。 

(1) Ａ船は、船体及び機関に故障及び不具合はなかったものと考えられる。 

(2) Ａ船は、５つの隔壁を有していたものの、船首隔壁だけが水密であったも

のと考えられる。 

(3) Ａ船は、船側外板の塗装の塗り分け線に沿って水あかが付着していること

から喫水線は塗り分け線付近にあり、喫水線から約４５cm 下方に破口の生

じた船底外板があった可能性があると考えられる。 

 

3.2.3 Ａ船の運航及び乗揚の状況 

２.１、２.４、２.６、２.７及び 3.2.4 から、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船は、台場付近の水域に向けて航行中、レインボーブリッジの下を通過

した頃、船長Ａが、乗組員Ａ1 から頼まれ、お台場海浜公園内の本件水域に

乗り入れることとしたものと考えられる。 
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(2) Ａ船は、本件水域に到着し、船首を南西に向けて海上バス乗り場の北方で

漂泊を開始したものと考えられる。 

(3) 船長Ａは、Ａ船が、風力３の東南東の風及び本件水域の南西側の開口に向

かう潮流により、圧流され、陸岸に近づいたので、漂泊開始地点まで戻ろう

とし、操縦レバーを後進に入れたが、Ａ船が、動かなかったので、乗り揚げ

たと思ったものと考えられる。 

  (4) 本件水域には、海上バス乗り場の南西方に所在する展望桟橋とその北西方

にある灯明台とを結んだ線に沿って並列に打設されている十数本の杭があっ

たが、船長Ａは、本件水域を通航したことがなく、また、本件水域の調査を

行っていなかったので、本件杭の存在を知らなかったことから、Ａ船が、圧

流されて本件杭に接近し、本件杭に左舷船尾を乗り揚げたものと考えられる。 

 Ａ船は、左舷船尾船底外板に破口を生じて浸水し、半沈没状態となったが、

燃料油等の流出はなかったものと考えられる。 

 

3.2.4 気象及び海象の状況 

２.６及び２.７から、本事故当時、次のとおりであった。 

(1) 天気は晴れ、風力３の東南東の風が吹き、海上は平穏、視界は良好であり、

潮汐は下げ潮の中央期であったものと考えられる。 

(2) 本件水域の潮流は、本件水域に北西側及び南西側の開口があり、下げ潮の

中央期であったので、南西側の開口に向けて流れていた可能性があると考え

られる。 

 

3.2.5 本件杭の状況 

２.７から、本件杭は、本事故発生時の潮高が約１４８cm であり、潮高約７０cm

において、水面から約３０cm 干出しており、本事故発生時の潮高と潮高約７０cm

における干出高から推算すれば、海面下約４８cm にあったものと考えられる。 

 

3.2.6 安全管理等に関する解析 

２.１、2.8.2 から、次のとおりであった。 

(1) Ａ船は、「人の運送をする内航不定期航路事業」の航路がＢ社の桟橋を発

着地とする台場付近の水域を周遊するものであったが、晴海朝潮桟橋を発着

地としていたものと考えられる。 

(2) Ａ社は、「人の運送をする内航不定期航路事業」に係る安全管理規程を定

めていなかった。 

(3)  Ａ社は、安全管理規程を定め、Ａ船を運航基準図に従って運航させていれ
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ば、本事故の発生を回避できた可能性があると考えられる。 

(4) Ａ船は、Ａ社が本件水域を航路とする「旅客不定期航路事業」の許可を得

ていなかったことから、本件水域に乗り入れてはならなかった。 

 

3.2.7 事故発生に関する解析 

２.１、２.４～２.６、２.８、３.１及び３.２から、次のとおりであったものと

考えられる。 

    (1) Ａ船は、乗客１９人を乗せ、１１月１６日１７時３０分ごろ、遊覧のため、

晴海朝潮桟橋から出発し、台場付近の水域に向かった。 

    (2)  Ａ船は、レインボーブリッジの下を通過した頃、船長Ａが、乗組員Ａ1 か

ら頼まれ、お台場海浜公園内の本件水域に乗り入れることとした。 

    (3) Ａ船は、本件水域において、船首を南西に向けて海上バス乗り場の北方で

漂泊を開始し、風潮により、本件杭に向けて圧流された。 

(4) 船長Ａは、陸岸に近づいたので、漂泊開始地点まで戻ろうとし、操縦レバー

を後進に入れたが、Ａ船は、動かず、本件杭に乗り揚げた。 

    (5) 船長Ａは、本件水域を通航したことがなく、また、本件水域の調査を行っ

ていなかったので、本件杭の存在を知らなかったことから、Ａ船が、圧流さ

れて本件杭に接近し、本件杭に乗り揚げた。 

 

３.３ 救助に関する解析 

２.１、２.９から、次のとおりであった。 

乗組員Ａ1は、乗組員Ａ2と共に乗客に救命胴衣を着用させ、船首側へ誘導していた

ところ、本事故発生場所付近で遊覧していたＢ船が来援したことから、乗客をＢ船へ

移乗させることができた。 

乗組員Ａ1 は、事故や災害に遭遇した場合、運航委託元や係留地を共に利用してい

る同業者から救助等をしてもらえると思っていたものと考えられ、Ａ社は、運航する

船舶に事故等の緊急事態が発生した場合の救助及び支援について、同業者と協定を結

んでいなかったが、本事故発生場所の水深が深く、Ｂ船の来援がなければ、被害が拡

大した可能性があることから、事故等の緊急事態が発生した場合の救助及び支援につ

いて、同業者と協定を結ぶことが望まれる。 
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４ 原 因 
 

４.１ 原因 

本事故は、夜間、Ａ船が、お台場海浜公園内の本件水域で漂泊中、船長Ａが本件杭

の存在を知らなかったため、風潮に圧流されて本件杭に接近し、本件杭に乗り揚げた

ことにより発生したものと考えられる。 

 船長Ａが、本件杭の存在を知らなかったのは、本件水域を通航したことがなかった

こと、及び本件水域の調査を行っていなかったことによるものと考えられる。 

 

４.２ その他判明した安全に関する事項 

 Ａ社は、「人の運送をする内航不定期航路事業」に係る安全管理規程を定めていな

かったが、安全管理規程を定め、Ａ船を運航基準図に従って運航させていれば、本事

故の発生を回避できた可能性があると考えられる。 

 

 

５ 再発防止策 
 

本事故は、夜間、Ａ船が、お台場海浜公園内の本件水域で漂泊中、船長Ａが本件杭

の存在を知らなかったため、風潮に圧流されて本件杭に接近し、本件杭に乗り揚げた

ことにより発生したものと考えられる。 

 Ａ社は、「人の運送をする内航不定期航路事業」に係る安全管理規程を定めていな

かったが、安全管理規程を定め、Ａ船を運航基準図に従って運航させていれば、本事

故の発生を回避できた可能性があると考えられる。 

 したがって、Ａ社は、「人の運送をする内航不定期航路事業」に係る安全管理規程

を定め、運航管理者に安全管理規程を遵守させ、運航に必要な情報の収集及び船長へ

の伝達を徹底させることが必要であり、また、運航する船舶に事故等の緊急事態が発

生した場合の救助及び支援について、同業者と協定を結んでいなかったが、本事故発

生場所の水深が深くＢ船の来援がなければ、被害が拡大した可能性があることから、

事故等の緊急事態が発生した場合の救助及び支援について、同業者と協定を結ぶこと

が望まれる。 

 

５.１ Ａ社により講じられた事故等防止策 

 Ａ社は、乗組員Ａ1 が平成２５年８月にＡ社の代表となったばかりであり、小型船

舶操縦免許証を受有していなかったので、Ａ社の代表として航海に関することを船長

Ａに一任していたが、乗組員Ａ1 が小型船舶操縦免許証を受有し、航海の知識を習得
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することにより、安全運航の確保に努めることとした。 

 

５.２ 今後必要とされる事故等防止策 

 Ａ社は、届出をした「人の運送をする内航不定期航路事業」に係る安全管理規程を

定め、運航管理者に安全管理規程を遵守させ、運航に必要な情報の収集及び船長への

伝達を徹底させることが必要である。 

Ａ社は、運航する船舶に事故等の緊急事態が発生した場合の救助及び支援について、

同業者と協定を結ぶことが望まれる。 
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付図１ 事故発生場所略図 

 

本件水域 

海上バス乗り場 

１～１１が海上バス航路灯浮標 

○が進入禁止標識

灯 

１～３がレクレーション水域境界灯浮標 

杭 

展望桟橋 

灯明台 

事故発生場所 

（平成２５年１１月１６日 

１８時５０分ごろ発生） 
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付図２ 一般配置図 

 

旅客室 

操舵室 

調理室 

便所 

機関室 

右舷通路 

左舷通路 

発電機 

燃料タンク 

清水タンク 
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写真１ 船首方から見たＡ船 

 

 

写真２ 船尾方から見たＡ船 
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写真３ 右舷方から見たＡ船 

 

 

写真４ 左舷船尾方から見た船底外板の状況 

 

 

拡大 

破口 



 

- 20 - 

 

写真５ 船側外板の塗装塗り分け線と水あか等の付着状況 

 

 

写真６ 操舵室の状況 

  

舵輪 

操縦レバー 

主機計器盤 

配電盤 

操舵室天井にも

設けられた開口 

破口の開いた船底外板は塗り分

け線から約４５cm 下方にある 
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写真７ 本件杭の干出時の状況 

 

写真８ 本件杭の水没時の状況 

 
 

 

拡大 

本件杭 

灯明台 


